
税務相談コーナー 

    ４月も開設します！ 
 

確定申告期限が令和３年４月１５日（木）まで延期されたことを受け、税務相

談コーナーを４月にも追加開設します。ぜひご利用ください。 

 

開設日時  ４月７日（水）、４月１４日（水） 

いずれも １３：００～１６：００ 

※ 相談は、事前予約のうえ１事業所３０分以内でお願いします。 

開設場所  秋田商工会議所 （秋田市旭北錦町１－４７） 

相 談 者  東北税理士会秋田南支部からの派遣税理士、当所職員 

申込方法  TELまたはＦＡＸ 

 

お申込・お問合せ   秋田商工会議所 経営支援課  

TEL：０１８－８６６－６６７７   

FAX：０１８－８６２－２１０１ 


